
議案第８号

杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和４年２月９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例（昭和４７年杉並区条例第３

号）の一部を次のように改正する。

別表中

「 「
７，９７０ ９，３５０

１２，２００ １４，３００

１６，５００ １９，３００

６，４４０ ７，７２０

１０，４００ １２，４００

１４，２００ １７，０００

７１０ ８３０

７１ ８３

４２ ５０

６，９８０ ８，１８０

４，２７０ ５，０１０

１４，２００ １６，７００

２０，３００ ２３，４００
を に、

１４，２００ １６，７００

１６０ １９０

２９０ ３４０

４２０ ５００

６４０ ７５０

８５０ １，０００



１，２８０ １，５００

１，７００ ２，０００

２，９９０ ３，５００

４，２７０ ５，０１０

８，５４０ １０，０００

１２，４００ １４，８００

１４，２００ １６，７００
」 」

「 「
１０，１００ １１，７００

６，１００ ７，０２０

９，０６０ １０，４００

２００ ２３０

２０，３００ ２３，４００

２０，３００ ２３，４００

１１，３００ １３，３００
を に改

２００ ２３０

２０，３００ ２３，４００

２０３，３００ ２３４，０００

１０１，６００ １１７，０００

２０，３００ ２３，４００

７，２００ ８，６４０

１４，２００ １６，７００
」 」

める。

第２条 杉並区公共溝渠条例（昭和２８年杉並区条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。

第９条第１項中「３３３円」を「３７９円」に改める。

第３条 杉並区立公園条例（昭和５１年杉並区条例第２７号）の一部を次のように

改正する。



別表第２を次のように改める。

別表第２ 公園施設の使用料（第７条関係）

種別 単位 金額

売店（自動販売機） 小型（０．５平方メートル未満） １台、１月 ９５６円

中型（０．５平方メートル以上１ 同、同 ２，１５４円

平方メートル未満）

大型（１平方メートル以上） 同、同 ３，３５１円

売店等（移動販売車） 同、１日 １，５００円

付記 期間が１月に満たない端数は、１月とみなす。

「 「
１，５８３円 １，８５６円

９３８円 １，１００円

１４０円 １６５円

３５１円 ４１２円

７０３円 ８２５円

１１７円 １３７円

１４０円 １６５円

３５１円 ４１２円

７０３円 ８２５円

１，１７３円 １，３７５円

１，１７３円 １，３７５円

別表第３中 ４６９円 を ５５０円 に改める。

１，１７３円 １，３７５円

地上露出部分 地上露出部分

８６５円 １，０３８円

地下部分 地下部分

３５１円 ４１２円

５８６円 ６８７円

９８７円 １，１８４円

９，３６０円 １０，８００円



１，６５７円 １，９１２円

１４，６２５円 １６，８７５円

３９円 ４５円

３９円 ４５円
」 」

附 則

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の占用に係る占用料に

ついて適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の杉並区公共溝渠条例の規定は、施行日以後の使用

に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従

前の例による。

４ 第３条の規定による改正後の杉並区立公園条例の規定は、施行日以後の公園施

設の使用に係る使用料及び公園の占用に係る占用料について適用し、施行日前の

公園施設の使用に係る使用料及び公園の占用に係る占用料については、なお従前

の例による。

（提案理由）

道路占用料等を改定する等の必要がある。



杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例

新旧対照表（抄）

第２条による改正（杉並区公共溝渠条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（使用料の額及び算定方法） （使用料の額及び算定方法）

第９条 使用料は、使用面積により、１ 第９条 使用料は、使用面積により、１

平方メートルにつき、月額３７９円 平方メートルにつき、月額３３３円

に、使用開始の日の属する月から使用 に、使用開始の日の属する月から使用

終了の日の属する月までの月数を乗じ 終了の日の属する月までの月数を乗じ

て算定した額とする。 て算定した額とする。

２ 略 ２ 略

資 料 １
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（改定後） （現 行）道路占用料改定資料

占 用 物 件 単 位 金 額 金 額

道路法（昭 第１種電柱 １本につき１年 ９，３５０円 ７，９７０円

和２７年法

律第１８０ 第２種電柱 １４，３００円 １２，２００円

号 。 以 下

「法」とい 第３種電柱 １９，３００円 １６，５００円

う。）第３

２条第１項 第１種電話柱 ７，７２０円 ６，４４０円

第１号に掲

げる工作物 第２種電話柱 １２，４００円 １０，４００円

第３種電話柱 １７，０００円 １４，２００円

その他の柱類 ８３０円 ７１０円

共架電線その他上空に 長さ１メートルに ８３円 ７１円

設ける線類 つき１年

地下に設ける電線その ５０円 ４２円

他の線類

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ８，１８０円 ６，９８０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ ５，０１０円 ４，２７０円

ートルにつき１年

変圧塔その他これに類 １個につき１年 １６，７００円 １４，２００円

するもの及び公衆電話

所

広告塔 表示面積１平方メ ２３，４００円 ２０，３００円

ートルにつき１年

その他のもの 占用面積１平方メ １６，７００円 １４，２００円

ートルにつき１年

法第３２条 外径が０．０４メート 長さ１メートルに １９０円 １６０円

資 料 ２
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第１項第２ ル未満のもの つき１年

号に掲げる

物件 外径が０．０４メート ３４０円 ２９０円

ル以上０．０７メート

ル未満のもの

外径が０．０７メート ５００円 ４２０円

ル以上０．１メートル

未満のもの

外径が０．１メートル ７５０円 ６４０円

以上０．１５メートル

未満のもの

外径が０．１５メート １，０００円 ８５０円

ル以上０．２メートル

未満のもの

外径が０．２メートル １，５００円 １，２８０円

以上０．３メートル未

満のもの

外径が０．３メートル ２，０００円 １，７００円

以上０．４メートル未

満のもの

外径が０．４メートル ３，５００円 ２，９９０円

以上０．７メートル未

満のもの

外径が０．７メートル ５，０１０円 ４，２７０円

以上１メートル未満の

もの

外径が１メートル以上 １０，０００円 ８，５４０円

のもの

法第３２条第１項第３号に掲げる 占用面積１平方メ １４，８００円 １２，４００円

施設 ートルにつき１年

法第３２条第１項第４号に掲げる 占用面積１平方メ １６，７００円 １４，２００円
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資 料 ２

施設 ートルにつき１年

法第３２条 地下街及 階数が１の 占用面積１平方メ Ａに０．００４ Ａに０．００４

第１項第５ び地下室 もの ートルにつき１年 を乗じて得た額 を乗じて得た額

号に掲げる

施設 階数が２の Ａに０．００６ Ａに０．００６

もの を乗じて得た額 を乗じて得た額

階数が３以 Ａに０．００７ Ａに０．００７

上のもの を乗じて得た額 を乗じて得た額

上空に設ける通路 １１，７００円 １０，１００円

地下に設ける通路 ７，０２０円 ６，１００円

その他のもの １０，４００円 ９，０６０円

法第３２条 祭礼、縁日等に際し、 占用面積１平方メ ２３０円 ２００円

第１項第６ 一時的に設けるもの ートルにつき１日

号に掲げる

施設 その他のもの 占用面積１平方メ ２３，４００円 ２０，３００円

ートルにつき１年

道路法施行 看板（アーチ式である 表示面積１平方メ ２３，４００円 ２０，３００円

令（昭和２ ものを除く。） ートルにつき１年

７年政令第

４７９号。 標識 １本につき１年 １３，３００円 １１，３００円

以下「令」

という。） 旗ざお及 祭礼、縁日 占用面積１平方メ ２３０円 ２００円

第７条第１ び幕 等に際し、 ートル又は１本に

号に掲げる 一時的に設 つき１日

物件 けるもの

その他のも 占用面積１平方メ ２３，４００円 ２０，３００円

の ートル又は１本に

つき１年

アーチ式 車道を横断 １基につき１年 ２３４，０００ ２０３，３００

工作物 するもの 円 円

その他のも １１７，０００ １０１，６００
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の 円 円

令第７条第 板囲、足場その他の工 占用面積１平方メ ２３，４００円 ２０，３００円

４号に掲げ 事用施設及び工事用材 ートルにつき１年

る工事用施 料の置場

設及び同条

第５号に掲 危険防止施設 ８，６４０円 ７，２００円

げる工事用

材料の置場

令第７条第６号に掲げる仮設建築 占用面積１平方メ １６，７００円 １４，２００円

物及び同条第７号に掲げる施設 ートルにつき１年

備考 Ａは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

（改定後） （現 行）公園施設使用料改定資料

種 別 単 位 金 額 金 額

売店（自動販 小型（０．５平方 １台、１月 ９５６円 ８１７円

売機） メートル未満）

中型（０．５平方 同、同 ２，１５４円 １，８４１円

メートル以上１平

方メートル未満）

大型（１平方メー 同、同 ３，３５１円 ２，８６４円

トル以上）

売店等（移動販売車） 同、１日 １，５００円

（改定後） （現 行）公園占用料改定資料

種 別 単 位 金 額 金 額

電柱 本柱、支柱又は支線 １本、１月 １，８５６円 １，５８３円
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標識 同、同 １，１００円 ９３８円

水道 外径４０センチメートル未満 １メートル、同 １６５円 １４０円

管、 のもの

下水

道 外径４０センチメートル以上 同、同 ４１２円 ３５１円

管、 １メートル未満のもの

ガス

管 外径１メートル以上のもの 同、同 ８２５円 ７０３円

電線 電線 同、同 １３７円 １１７円

地下 外径４０センチメート 同、同 １６５円 １４０円

電線 ル未満のもの

外径４０センチメート 同、同 ４１２円 ３５１円

ル以上１メートル未満

のもの

外径１メートル以上の 同、同 ８２５円 ７０３円

もの

鉄塔 １平方メートル、 １，３７５円 １，１７３円

同

変圧塔、マンホールの類 １箇所、同 １，３７５円 １，１７３円

郵便差出箱又は信書便差出箱 同、同 ５５０円 ４６９円

公衆電話所 同、同 １，３７５円 １，１７３円

地下の占用物件 １平方メートル、 地上露出部分 地上露出部分

同 １，０３８円 ８６５円

地下部分 地下部分

４１２円 ３５１円

高架の占用物件 同、同 ６８７円 ５８６円

天体、気象又は土地の観測施設 同、同 １，１８４円 ９８７円

資 料 ２
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写真撮影のための常時占用 撮影機１台、同 １０，８００円 ９，３６０円

写真撮影のための臨時的な占用 １時間 １，９１２円 １，６５７円

ロケーション 同 １６，８７５円 １４，６２５円

その 競技会、集会 １平方メートル、 ４５円 ３９円

他の １日

占用

前記以外の場合 同、同 ４５円 ３９円


